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とな る 状 態 が 生 じる た め 部分積付 タ ン ク と な る 。

　 こ の 場合，APT に お い て Departure で 0％ 及 び 100 ％ ，

Arrivalで 0％及 び 100％ の 状態 にて 確認計算 を行 う必要が あ

る か ど うか だ が ，今改正 の 主旨は バ ラ ス ト水位が 少 しで も

設 計状 態か ら変わ る と縦強度 を満足 し な くな る よ うな余裕

度の な い 設計 を排除する こ とに ある た め ，基本的に必ず し

も上 述 の 4 ケ
ー

ス に つ い て 計 算 を 行 う必 要 は な く，

Departure か ら Arrivalまで の あ る 1．1」 間 時点（例 えば，　 Half

Bunker状態時）に て AH ’
の 0％及 び 100％ の 2ケ

ー
ス を確

認 す れ ば よい と考 える。た だ し，全 て の 船 に対 して こ れ で

十分 と は な ら ない た め 各船毎 に 柔 軟 に対 応す る必 要が あ る。

13． 鋼船規則 C 編及び関連検査要領 にお ける改正 点の 解説

　　　　　　　　 （縦通肋骨等の ス パ ン修正）

1．　は じめに

　2002年 12 月 27 日付規則第 65号及 び達第 72号 （日本籍

船 舶 用 ）並 び に 2002 年 12 月 27 日 付 Rule　No ．72 及 び

Notice　No ．77（外 国 籍 船 舶 用 ）に よ り，鋼 船規 則 C 編 及び 同

検査 妥領 C編 が
一・

部改正 され た 。 以 下，改正 され た 規則及

び検査 要 領 に つ い て 解説す る tt

2． 改正 の背景

　従来 の 規 則 及び 検査要領で は，タ ン カ
ー

の み 縦通肋骨の

断 面 係 数 に関 す る 鹿定 に お い て ，ス パ ン （支 点 間距離）修 正

を認 め ない こ とと して い る。こ れ は，ダブ ル ハ ル タ ン カー

規則制定当時，大型 の シ ン グル ハ ル タ ン カー
の 船 側 縦 通肋

骨 に疲 労 亀 裂 が 多 数 報 告 され て い た こ と を考慮 して の 借 置

で あ っ た。今般，新 た に開 発 され た疲 労強 度 評価基 準（本号

に 後述す る 技術規則解説 14．参照）に 基づ い て ，過 去 卜数年

の 縦通肋骨 の 疲労亀裂損傷 を調査 ・分析する こ とに よ っ て，

縦通肋骨等の 疲労強度が 十分精度良 く評 fEtliで きる よ うに

な っ た こ とか ら，タ ン カ
ー

の 縦通 肋骨等 に対 し スパ ン 修 正

が 適用 で きる よ う改止 した。

3． 改正 の 内容

　 タ ン カ
ー

の 縦通 肋骨等 に対 して ス パ ン 修 正が 認 め られ る

こ と に よ り，全船種 に対 して ス パ ン修 正 が 認め られ る こ と

に な る ため ，鋼船規則検査 要領 C6，C31 及 び C32 の 各規定

を削 り，鋼 船規 則 C 編 1章 及 び 同検査 要領 C1 に 当該規定

を整理す る 。 従来の 規則で はス パ ン 修正 適用可否 が 瞹昧で

あ っ た ため，適用対象 を 重 底 ま た は 1重 船側部 の よ うな

い わ ゆ る サ ン ドイ ッ チ構 造 の も の に 限 る よ う明 確化 した 。

改 正箇所 は以 下 の 通 りで あ る 。

　（1）規 則 C 編 1．1，13−4．及 び一5，を そ れ ぞ れ一5，及 び一6，と

　　　し，−4，を新 た に 加 え た、、

　（2）検査 妥領 C6，4．3−2，を削 り Cl．1．13 を力［「え た 。
　 C1．1，13

　　 ぱ，従来の C6．4．3−2．を適用 対象を明確 に する た め 適宜

　　 語 句修 止 を行 っ た 上 で 移動 させ た もの で あ る。

　（3）検査要領 C31 ．2．5 及 び C32 ．3．2 を削 っ た ，、

14． 鋼船規則 C 編及び 関連検査要領に お ける改正点の 解説

　　　　　　　　　（縦通防撓材の 疲労強度）

1．　は じめ に

　2002 年 12月 27 円付規則第 65 号及 び達第 72 号 （日本籍

船 舶 用 ） 並 び に 2002 年 12月 27 日付 Rule　No ．72 及 び

Notice　No，77（外 国籍 船 舶 用 ）に よ り，鋼 船 規 則 C 編 及 び 同

検査要 領 C 編 が
一

部 改 正 され た。以 下，改 正 され た規 則 及

び検査要領 に つ い て 解説する 。

2， 改正 の 背景

　シ ン グル ハ ル タ ン カ
ー

の 船側縦通肋骨 の 疲労損傷が 、多

く報告 され た こ とか ら、縦通防撓材 の うち、タ ン カー
の 船

側縦通肋骨 につ い て は 、疲労強度 に関す る 規定が あ る 。 し

か し、バ ル ク キ ャ リ ア の ビル ジホ ッ パ タ ン ク 内の 船側縦通

肋骨 や 船底縦通肋骨 に も疲労損傷が 報告さ れ て い る こ とか

ら、タ ン カー以外 の 船舶 に も適用する必要が あり、さ ら に、

船 側 縦 通 肋骨 だ け で な く、船 底縦 通 肋骨 に も適 用 す る必 要

が あ る。ま た、最 近 の 側 究 に よ れ ば 、疲 労 強 度 は、平均 応

力の 影響が 無視 で きない こ とが 挙げら れ る。こ の こ とか ら、

適用 船舶 や適用 箇所 に つ い て 汎用 性が あり、か つ 、縦通防

撓 材 に 作川 す る 平 均応力 を 考慮 で きる 疲労強度評 価手法が

望 まれ て い た 。 今
一
般、シ ン グ ル ハ ル タ ン カ

ー
の 船側縦通肋

骨 や バ ル ク キ ャ リア に お ける船側及び船底縦通肋骨 の 水密
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隔壁 以 外の 桁部材
．
を貫通す る 箇所 に お け る 疲労損傷が ほ ぼ

説明で きる 疲労強度評価手法が 開発 され た 。 また、隔壁貫

通部 につ い て は、相対変位 を考慮す る必要が あ るが、こ れ

に つ い て は、タ ン カー
の 状 態評価 （CAP ） に 用い られ て い

る評価手法 に よ り評価 して お り、卜分な 実績が あ る 。 そ こ

で 、これ らの 手法 を取 り入 れ、縦通防撓材の 疲労強度 に関

す る規 定 を整備 す る こ とと した。

3． 改正 の 内容

主 な改 正 内 容 は、以 下 の とお りで あ る。

（1）附 属書 と して 「縦通 防 撓材 の 疲 労強度評価 に 関す る

　 検企要 領」を制定 し、タ ン カ ー又 は ば ら積 み 貨物船

　 の 縦 通 防 撓 材 の 疲 労 強 度 評 価 は、当 該 附 属 書 に よる

　 こ と と した。

（2） 「縦 通 防撓材 の 疲労強 度評 価 に 関 す る 検査要 領」 の

　 主 な概 要 は 、以 下 に と お りで あ る。

　 （a）疲労強度評価用 の 荷重 を整備 した。

　 （b）横桁 を貫通す る 縦通防撓材 の 評価応力は 、梁理論

　　　に よ り算定 し た 縦 通 防撓 材の 応力に 、現 行鋼船

　　　規則検査 要領 に 示す応 力集巾係数 を乗 じた応 力 と

　　　した 。

　 （c）隔壁 を貫通する 縦通防撓材 の 疲労強度評価 は 、直

　　　接 荷重 餠析 に 基 づ く荷重 を用 い 、構 造解析 の 結果

　　　得 られ る相 対 変 位 の 影 響 を考慮 す る こ と と した。

　　　なお、疲労強度的に 十分 と判断 され る ソ フ トブ ラ

　　　ケ ッ ト を施す場 合は 、疲労強度評 価 を省略 で きる

　　　こ と と した 。

　 （d）標準状態 と して 、満載状態 とバ ラ ス ト状態の 2 状

　　　態 を仮 定 した 。

　 （e）疲労強度評佃1は、線形被害則 に 基 づ く累積疲労被

　　　害度 と した。

feOO

oo

宙
馳

Σ

盂
O⊆
°コ

に

・゚°・
9
の

101E

＋04iE ÷05　　　　　 1E†e6　　　　　 1E＋07
　 　 Fatigue　Life（cyOles ｝

　　図 1　 S−N 線図

1E＋08

　 （f）平均応 力及 び残留応 力の 影響 を考慮で き る 等価応

　　　力変動1隔を与 え る 算式 を使用 した 。

　 （g）SN 線図 は、　 UK −HSE の D 平均線図 を基 に溶接残

　　　留応 力の 影響 を考慮 した もの と した 。

　 （h）許容累積疲労被害度 は、シ ン グ ル ハ ル タ ン カー
に

　　　お ける船側縦通肋骨の 疲労損傷の 解析か ら得 られ

　 　 　 た 97 ％ 下 限値 と した。

　 （i）船舶 に よ る係数 を運 航す る海域 や 疲労損傷 との 検

　　　証結果か ら与 えた 。

（3） 「縦 通 防撓 材 の 疲 労 強度 評 仙 に 関 す る 検査 要 領 」 を

　 制 定 した こ と に よ り、現行鋼 船規 則検査 要領 C29，5，1

　 の 船側 縦 通 肋骨 の 疲労強度 に関 す る規 定を削除 した。

4．縦通防撓材の疲労強度評価

4．1　 疲労被害度の 評価

　疲労 強 度 評 価 は 、次 式 で 計 算 され る 累 積 疲 労被 害 度 と 許

容値 との 比 較 に よ り行 う。

D ＝ 1）1 ＋ ・D2

D
・
一

職
一

写磐・ぺ

DI　　　「状 態 1」 で の 累積疲労被害度

1）2　　　 「状 態 2」 で の 累積 疲 労被 害度

（1）

　 こ こ で 、状態 1 とは 、縦 通 防撓材 が横桁 な ど を貫通 する

箇所 に お け る 縦通 防撓 材 の 面材 に作用 す る 平 均応力 が 引張

側 に厳 しい 状態をい い 、状態 2 とは、状態 1で な い 状態を

い う。

な お、状態 1 及び状態 2 は同 じ繰 り返 し数ある もの とす る。

　 また、疲労強度 の 評価 に 用 い る S−N 線図は、UK −HSE の

D 平均 線 図 を 基 に 溶接残留応 力の 影響 を考慮 した もの で 、

表 1 及 び図 t に示 す溶接部 に 対 す る もの を用 い た。

4．2　S−N 線 図 に 適用 す る 応力変動幅

　S−N 線 図 に 適用する 応力変動幅は 、次式で 表 され る平均

応力及び残留応力（350N／mm りを考慮 した もの とす る。（日

本海事協会誌 No ．257，2001（N ）参照）

・ ・
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表 1　 S−N 線 図

m C rrゴ C
’

。 ∫ △σ

一
匹 … （1・

一・ ・φ
　　　　… △σ

一
旭 ・。 ・ （1・

一
… 〉協

非溶接部 4 2．34E ＋15 7 4，44E ＋21

溶接．継手 4．635 ．46E ＋16 8．252 ．35E ＋24
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引張 り側 に厳 しい 状 態 と な る 「状 態 1」 に お

ける構造的平均応力

「状態 2」に お け る構造 的平 均応力

各状態 に お け る 応力変 動 幅

「状態 1」に おけ る 10．5 超過確率 レ ベ ル の 応力

変動 11唱

4．3　縦通防撓材 の 応力評価

　縦通防撓材 の 応 力 は、静水圧 な どの 静的荷重に よ る応力 、

波 浪 変 動圧 に よ る 応 力、タ ン ク 内変動圧 に よ る 応力、ハ ル

ガーダー
モ メ ン トに よ る応力 を梁理論 に よ り求め る。なお、

波浪変動圧 及 び タ ン ク 内変動圧 に つ い て は 、円本海事協会

誌 No ．257 、2001（IV）に 解説 され て い る の で 、参照 さ れ た

い o

　 こ れ らの 応 力 を、詳細 に 計算 した 応力応答結果 に あうよ

う組 み 合 わ せ係 数 を表 2 の よ うに 定め た 。

　 こ の 場合、喫水線近 傍 （特 に F．方） に お い て は 波浪変動

圧 は、波 の Lllの と きに の み 荷重 が 作用す る こ と に な り、波

の 谷 の と きに は 波 浪 変 動 圧 は作 用 しない 。こ の 場 合 の 取 り

扱 い を模式 的 に図 2 に 示す 。

　 応 力変動幅 の 長期分布は、Weibul 形状母数＝1 の指数分

布 と仮定 して い る の で、各確率 レベ ル の 応 力が 計算 で きる 。

こ の 場合、喫水線 近傍 の 縦通防撓材
．
に つ い て は、図 2 に示

す 修 正 を行 う。 さ らに、表 2 に よ り応 力成分 を組 み 合わせ

て、（2）式 に よ り等価応 力 を算定 し、（1）式の 疲労被害度 が

計算 で き る。

表 2 　応力の 組 み 合 わ せ

設計条件 波浪変動圧

による応力

タン蚋加速

度による「劼

唖 ガーダモづ

ン隠 る劬

L−180 満載状 態 一〇．5 一1 1

バ ラス ト状 態 0．8 一〇．8 1

LO 満載状態 1 一 1
バ ラ ス ト状態 1 一 1

R 満載状態 1 1 一

バ ラス ト状 態 1 1 一

P 満載状態 1＊ 11 ＊ 10 ．4
バ ラス ト状態 1＊ 11 ＊ 10 ．8

（備考）
　　 ＊ 1波浪変動圧 が作用する箇所 にあ っ て は波浪変 動 圧

　　　 に よる応力 とタ ン ク内加速度 に よる応力の 0．7倍 を

　　　 した 応力 の 和 が 波 浪変 動 圧 に よ る応力 の 0，7倍 よ り

　　　 小 さい 場合、波浪変動 圧 に よ る応力 と タ ン ク内加

　　　 速度 に よ る 応力の 和は、波浪変動圧 の 0．7倍 とす る。
　　

“2波浪変動圧 が 作用 す る箇所 にあ っ て は波浪変 動 圧

　　　 に よ る応 力 と タ ン ク 内加 速 度 に よ る 応 力の 0．7倍
　　　 を した応力の 和が 波浪変動圧 に よ る 応力の O．8倍
　 　 　 よ り小 さ い 場 合 、波 浪 変 動 圧 に よる応 力 と タ ン ク

　　　 内加速度 に よ る応力 の 和 は、波浪変動圧の 0．8倍
　　　 とす る。

図 2　喫水線近傍の 波浪変動圧 に よ る 応力の 非線形性 の 取 り 扱 い
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4．4　許 容 疲 労 被 害 度

　許容疲労被害度 は、シ ン グ ル ハ ル タ ン カー
の 船側縦通肋

骨 に お ける損傷
・
非損傷 の 調査 結果 に基 づ き、0．6 と定 め

た。また、疲 労 は、実 際 に 遭 遇 す る荷重 を想 定す る た め に、

タ ン カー
及び ば ら積 貨物 船 の 標 準 的 な航 路 及 び積 付 頻 度 を

船会社 にア ン ケートし，そ の 結果に基 づ き影響係数 を表 3

の とお り定 め た 。

表 3　標準航路 な どの影響係数

船の 種類 縦通防撓材の あ る箇所　　　　 η．
タ ン カー 船 側 及 び船 底 0．5

上 記 以 外 0．4
バ ル ク キ ャ リ ア L が 200m 以上 船側及 び船底 0．55

L記以 外 0．45

L が 200m 未満 本会が 適当 と認め る値 とする 。

　　　15． 鋼船規則 C 編及び関連検査要領にお け る改正 点の解説

（縦通肋骨等が貫通する桁板又 は肋板に 取付 け られる防撓材の 強度評価）

1．は じめ に

　2002年 12月 27 日付 Rule　No，72／Notice　No，77（外国 籍船

舶用 ）及 び 2002 年 12 月 27 口付規 則 第 65号 ／達 72 号 （囗本

籍船舶用）に よ り，鋼船規則 C 編及 び 同検査要領 の 「縦通

肋骨が 貫通す る桁板又 は肋板 に 取付けら れ る 防撓材の 強度

評価関連 」 の 改正 が 行 わ れ た 。 以 ド，改 正 され た 内容 に つ

い て 解説す る 。

2．改正 の背景

　桁板や 肋板 を縦 通 肋骨等が 貫通 す る 箇所 に は、桁板や 肋

板 と縦通肋骨等 を結ぶ 防撓材が 取 り付け ら れ る 。 当該防撓

材 は、船底外板 な どを介 して 縦通肋骨等 に 伝 わ る 荷重 を桁

部材 に 伝 え る役割 を担 っ て い る。現 行規則で は こ の 防 撓材

につ い て ，桁板 又 は 肋板 の 座 屈 を防止 す る 目的 で 鋼 船規 則

C 編 6章の 二 重底及 び 30章の 鉱 石 運搬 船 に防撓材 の 寸 法 に

関す る 規 定 が 設 け られ て い る。しか しなが ら，桁 板 や 肋 板

の 縦通肋骨等 の 貰通 部で は 開 冂周辺 や 防撓材基部に 亀裂が

生 じる こ とが 報告 さ れ て お り、実験結果等 に よ れ ば、損傷

の 順番 は まず防撓材基 部 に 始 ま り防撓材基部が 切損後，ス

ロ ッ ト周辺 の 応 力が 増 加 しス ロ ッ ト周辺 に 亀 裂 が 発 生 す る

とい う経過 を た ど る こ とが 示 され て い る 。 また，こ の 亀 裂

損 傷 は、船 体 の 破壊 あ るい は油 の 漏 洩 な ど致命的 な ダ メ
ー

ジ を 与え る もの で は な い が、肋 板 ・桁 板 毎 に縦 通 肋 骨 等が

貫通 す る箇所 は非常 に多い た め、亀裂損傷が 多 くの 箇所 に

生 じ、修理 の た め の 時間 ・費用を考える と、重大な損傷 と

言 わ ざ る を得 な い 。

　 そ こ で 今回こ れ らの 防撓材 に つ い て ，従来の 桁板 や肋板

の 座屈防止 を 目的 とす る規定 に 加 え，防撓材基部 の 亀裂損

傷 の 防止 を 囗 的 とす る規定 を設 け る こ と と した。

3　改正 の 内容

3．1　 鋼船規則 C 編

　1，1，14−3，と し て ，図 1 に 示す よ うな 桁板又 は 肋板の 縦通

肋骨等 の 貫通部 で 桁板又 は 肋板 に 取伺け られ る 防撓材つ い

て ，縦通肋骨等 との 固着部 に 対 し疲労強度 に 配慮す る規定

及 び桁板 又 は肋 板 の 座 屈 防止 を 目的 とす る規 定 を新 た に 設

け た 。 また ，6．3．3−2．及 び 30，1．5−2．（5）（a）に，こ れ らの 防 撓材

につ い て桁板又 は肋板 の 座屈 防止を目的 とす る規定が 設 け

られ て い た が，1．1．14−3．に よ る こ と と した。

3．2　鋼船規則検査要領 C 編

　C1．1．14 と して，二 重底 タ ン ク 及び深水 タ ン ク 内に 設けら

れ る 図 1 に 示すよ うな桁板又 は肋板 の 縦通肋骨等の 貫通部

で 桁板 又 は肋板 に 取付 け られ る 防 撓材 に つ い て，縦 通 肋骨

等 との 固着部の 疲 労亀 裂防 止 を 目的 とす る算式 を設 け た。
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